
令和８年度介護支援専門員研修対象者フローチャート（ケアマネ証の更新のために受講が必要な法定研修確認用）

※ケアマネ証又は主任ケアマネの有効期間が概ね２年以内になった方が研修対象となります。研修実施要領も併せてご確認ください。

0

Ｑ１ ケアマネ証の有効期間はいつまでですか？

①令和10年１月１日以降も有効

②令和９年12月31日までには切れる

③既に切れている

or 令８年９月30日までには切れる

再研修③

②

②

① ②

①

③

① ②

②

Ｑ２ 現在、ケアマネジャーとして実務に従事していますか？

①ケアマネジャーとして従事している

or 主任ケアマネとして従事しているが主任は更新しない予定である

②主任ケアマネとして従事している

③実務に従事していない

②

Ｑ10 現在のケアマネ証を取得してから、ケアマネジャーとして実務に従事した

経験がありますか？

①ケアマネジャーとして従事した経験がある

or 現在、ケアマネジャーとして従事している

or 主任ケアマネとして従事しているが主任は更新しない予定である

②主任ケアマネとして従事している

③従事した経験がない

Ｑ11 ケアマネ証を更新したことはありますか？

ケアマネ証を失効したことがある方は、

ケアマネ証の再取得後に更新したことはありますか？

(更新研修Bで更新したことしかない方は➀ではなく②を選択ください。）

①更新したことがある

②更新したことがない or 再取得後は更新したことがない

Ｑ12 現任研修の専門研修課程Ⅰは修了していますか？

ケアマネ証を失効したことがある方は、ケアマネ証の再取得後に

現任研修の専門研修課程Ⅰを修了していますか？

①修了している

②修了していない

or 再取得後は修了していない

更新研修Ａの

専門研修課程Ⅱ

更新研修Ａの

専門研修課程Ⅰと専門研修課程Ⅱ

③

主任介護支援専門員更新研修

Ｑ３ ケアマネ証を更新したことはありますか？

ケアマネ証を失効したことがある方は、

ケアマネ証の再取得後に更新したことはありますか？
(更新研修Bで更新したことしかない方は➀ではなく②を選択ください。）

①更新したことがある

②更新したことがない or 再取得後は更新したことがない

Ｑ４ 現在のケアマネ証を取得してから、

３年以上の実務経験がありますか？

①ある

②ない

②

現任研修の専門研修課程Ⅱ 該当なし

②

Ｑ５ 現任研修の専門研修課程Ⅰは修了していますか？

ケアマネ証を失効したことがある方は、ケアマネ証の再取得後に

現任研修の専門研修課程Ⅰを修了していますか？

①修了している

②修了していない

Ｑ６ 現在のケアマネ証を取得してから、

３年以上の実務経験がありますか？

①ある

②ない

Ｑ７ 現在のケアマネ証を取得してから、

６か月以上の実務経験がありますか？

①ある

②ない

現任研修の専門研修課程Ⅱ 該当なし

①

①

① ②

主任介護支援専門員

更新研修

Ｑ８ ケアマネ証と主任ケアマネの有効期間の満了日は

同日ですか？

①満了日は同日である

②満了日は異なっている

①

① ②

更新研修Ｂ

該当なし

①

①

該当なし ②

更新研修Ａの専門研修課程Ⅱ

Ｑ９ 主任ケアマネの有効期間は

いつまでですか？

①令和10年12月31日までには切れる

②令和11年１月１日以降に切れる

①

②

Ｑ13 ケアマネ証と主任ケアマネの

有効期間の満了日は同日ですか？

①満了日は同日である

②満了日は異なっている

①

フローチャート２の

問４へ

②

現任研修の専門研修課程Ⅰ
フローチャート２の

問１へ

①

該当なし

参考



フローチャート２

○ケアマネ証の有効期間の満了日が令和10年１月１日以降になっている

○主任ケアマネとして実務に従事している

○ケアマネ証と主任ケアマネの有効期間の満了日が異っている

問１へ

問１ ケアマネ証と主任ケアマネの有効期間の満了日は、どちらが先に到来しますか？

①ケアマネ証の有効期間の満了日が先に到来する

②主任ケアマネの有効期間の満了日が先に到来する

問２ 主任ケアマネの有効期間は

いつまでですか？

①令和10年12月31日までには切れる

②令和11年１月１日以降に切れる

主任介護支援専門員更新研修 該当なし 主任介護支援専門員更新研修 該当なし

○ケアマネ証の有効期間が令和９年12月31日までには切れる

○主任ケアマネとして実務に従事している

○ケアマネ証と主任ケアマネの有効期間の満了日が異っている

問４ ケアマネ証と主任ケアマネの有効期間の満了日は、どちらが先に到来しますか？

①ケアマネ証の有効期間の満了日が先に到来する

②主任ケアマネの有効期間の満了日が先に到来する

問３ 主任ケアマネの有効期間は

いつまでですか？

①令和10年12月31日までには切れる

②令和11年１月１日以降に切れる

問５ 主任ケアマネの有効期間は

いつまでですか？

①令和10年12月31日までには切れる

②令和11年１月１日以降に切れる

主任介護支援専門員更新研修

主任介護支援専門員更新研修

① ②

① ② ① ②

①

① ②

②

主任介護支援専門員更新研修の修了により、主任ケアマネの有効期間と

ケアマネ証の有効期間をそれぞれ更新することが可能です。

ただし、主任ケアマネの有効期間とケアマネ証の有効期間の満了日は

異なったままになりますので、有効期間を失効させないようにご注意して

管理ください。

【更新後の有効期間（例）】

ケアマネ証の有効期間 ：令和10年３月10日 ⇒ 令和15年３月10日

主任ケアマネの有効期間：令和10年12月15日 ⇒ 令和15年12月15日

主任介護支援専門員更新研修の修了により、主任ケアマネの有効期間と

ケアマネ証の有効期間をそれぞれ更新することが可能です。

また、主任ケアマネの有効期間とケアマネ証の有効期間の満了日を同日に

揃えることが可能です。

揃えた場合は、それぞれの有効期間を一括して確認・管理できるため、

更新申請の失念や研修の受講漏れなどのリスク軽減に繋がると考えられます。

【更新後の有効期間（例）】

ケアマネ証の有効期間 ：令和10年３月10日 ⇒ 令和14年12月20日

主任ケアマネの有効期間：令和９年12月20日 ⇒ 令和14年12月20日

主任介護支援専門員更新研修の修了により、主任ケアマネの有効期間と

ケアマネ証の有効期間をそれぞれ更新することが可能です。

ただし、主任ケアマネの有効期間とケアマネ証の有効期間の満了日は

異なったままになりますので、有効期間を失効させないようにご注意して

管理ください。

【更新後の有効期間（例）】

ケアマネ証の有効期間 ：令和９年３月10日 ⇒ 令和14年３月10日

主任ケアマネの有効期間：令和10年12月15日 ⇒ 令和15年12月15日

主任介護支援専門員更新研修の修了により、主任ケアマネの有効期間と

ケアマネ証の有効期間をそれぞれ更新することが可能です。

また、主任ケアマネの有効期間とケアマネ証の有効期間の満了日を同日に

揃えることが可能です。

揃えた場合は、それぞれの有効期間を一括して確認・管理できるため、

更新申請の失念や研修の受講漏れなどのリスク軽減に繋がると考えられます。

【更新後の有効期間（例）】

ケアマネ証の有効期間 ：令和９年３月10日 ⇒ 令和14年１月20日

主任ケアマネの有効期間：令和９年１月20日 ⇒ 令和14年１月20日

更新研修Ａの専門研修課程Ⅱ

問４へ


